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熊本県踏切道改良協議会合同会議規約（案） 

 

（目的） 

第１条 熊本県踏切道改良協議会合同会議（以下「合同会議」という。）は、

踏切道改良促進法（昭和３６年法律第１９５号。以下「法」という。）第１６

条の規定に基づき、熊本県の踏切道及び地方踏切道改良協議会（以下「協議

会」という。）の踏切道を対象に合同で協議することにより、法第４条に規定

する地方踏切道改良計画の作成及び実施、法第１４条に規定する地方踏切道災

害時管理方法その他熊本県内の踏切道における踏切対策を円滑に進めるために

設置する。 

 

（協議事項等） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

（１）地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議 

（２）法第１２条の規定による評価を実施するに当たっての構成員からの意見

聴取 

（３）地方踏切道災害時管理方法の作成及び実施に関し必要な協議 

（４）法第６条に規定する国踏切道改良計画の作成又は法第１５条に規定する

国踏切道災害時管理方法の決定に当たっての鉄道事業者からの意見聴取

（ただし、（１）及び（３）の対象となる踏切道に係る鉄道事業者と当

該国踏切道改良計画又は国踏切道災害時管理方法の対象となる踏切道に

係る鉄道事業者が同一の場合に限る。） 

（５）法第３条又は法第１３条の規定による踏切道の指定に向けて必要な協議 

（６）前５号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（合同会議の組織） 

第３条 合同会議は、別表に掲げる協議会（以下「各協議会」という。）の踏

切道及び踏切道（以下「各踏切道」という。）を対象に開催する。 

２ 合同会議に、議長１名及び副議長１名を置く。 

３ 原則、議長は、九州地方整備局長及び九州運輸局長の双方が毎年交互であ 

たる。 

４ 原則、副議長は、九州地方整備局長及び九州運輸局長の双方が毎年交互に 

あたり、議長を補佐する。 

５ 議長及び副議長は、協議会の運営に支障がない限りにおいて、代理を選 
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任することができる。 

６ 合同会議の議長及び副議長以外の構成員は、別表に定める者のほか、必要

と認められる者を参加させることができる。 

 

（踏切道改良検討会） 

第４条 合同会議は、未指定の緊急に対策の検討が必要な踏切（カルテ踏切）

等に関して指定に向けた具体的検討を行うため、必要に応じて、踏切道改良

検討会を設置することができる。 

２ 踏切道改良検討会を設置する場合は、別に規約を定めるものとする。 

 

（合同会議の開催） 

第５条 合同会議は、議長が自ら、各協議会の議長、又は各踏切道の鉄道事業

者及び道路管理者双方の求めに応じて必要な構成員を招集する。 

２ 合同会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより協議の

実施に支障が生じると認められるものについては、議長の判断により、非公

開で行うことができる。 

 

（代理の選任） 

第６条 構成員は、合同会議の運営に支障がない限りにおいて、代理を選任す

ることができる。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第７条 合同会議において、協議が調った事項については、合同会議の構成員

は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

 

（事務局） 

第８条 合同会議事務局は、九州地方整備局道路部地域道路課、九州運輸局鉄

道部計画課及び熊本県土木部道路整備課・道路保全課に置く。 

 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか、合同会議の事務の運営上必要な事項

は、別に定めるものとする。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この規約は、令和４年２月２１日から施行する。 

一部改訂  令和５年２月９日 

一部改訂  令和５年１２月２６日 

一部改訂  令和７年１０月２１日 

一部改訂  令和８年２月４日 

 

 

別表 ※第3条関係 構成員 

職名 

熊本市長（道路管理者） 

宇城市長（道路管理者） 

玉名市長（道路管理者） 

菊陽町長（道路管理者） 

多良木町長（道路管理者） 

熊本県知事（道路管理者）（踏切道密接関連道路の道路管理者又は踏切道の所

在地をその区域に含む都道府県知事） 

九州旅客鉄道株式会社 熊本支社 熊本支社長（鉄道事業者） 

熊本電気鉄道株式会社 社長（鉄道事業者） 

くま川鉄道株式会社 社長（鉄道事業者） 

九州地方整備局長（踏切道の所在地を管轄する地方整備局長） 

九州運輸局長（踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長） 
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別表 ※改良すべき踏切道関係 

踏切道名 法指定年月日 

※空欄箇所は

未指定 

道路管理者 鉄道事業者 

野添第２踏切道 H29.1.27 熊本県 くま川鉄道株式会社 

山北口踏切道 R4.12.16 熊本県 九州旅客鉄道株式会社 

熊本支社 

石仏踏切道  熊本市 九州旅客鉄道株式会社 

熊本支社 

八景水谷・堀川間７

号踏切道 

 熊本市 熊本電気鉄道株式会社 

西梁踏切道 R4.12.16 熊本市 九州旅客鉄道株式会社 

熊本支社 

原水踏切道 R4.1.21 菊陽町 九州旅客鉄道株式会社 

熊本支社 

鉄砲小路踏切道 R4.1.21 菊陽町 九州旅客鉄道株式会社 

熊本支社 

築地踏切道 R4.12.16 多良木町 くま川鉄道株式会社 

大原踏切道 R6.1.18 菊陽町 九州旅客鉄道株式会社 

熊本支社 

樋之口踏切道 R7.1.15 宇城市 九州旅客鉄道株式会社 

熊本支社 

友田川踏切道 R7.12.23 玉名市 九州旅客鉄道株式会社 

熊本支社 

新町踏切道 R7.12.23 菊陽町 九州旅客鉄道株式会社 

熊本支社 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

地方踏切道改良計画の作成及び実施
に係る協議

令和８年２月４日

熊本県踏切道改良協議会合同会議

資料２
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法指定踏切
追加・更新

改良計画の作成に係る協議

指 定
＜国土交通大臣＞

改良計画の作成
＜道路管理者・鉄道事業者＞

課題のある踏切

法スキーム

改良の実施
＜道路管理者・鉄道事業者＞

改良の方法の決定
＜道路管理者・鉄道事業者＞

踏
切
道
改
良
協
議
会
合
同
会
議
注

法以外のスキーム

踏
切
道
安
全
通
行
カ
ル
テ
（
作
成
・
公
表
）

カルテ基準に該当
（５年毎に調査）

更新

○開かずの踏切

法 指 定 基 準

○自動車ボトルネック踏切

○歩道狭隘踏切

○事故多発踏切

○通学路要対策踏切

○遮断機が未設置

○歩行者ボトルネック踏切

○高齢者等対策踏切

道
路
側
対
策
（
立
体
交
差
化
・
構
造
改
良
等
）

○支障報知装置が未設置

○移動等円滑化要対策踏切

踏
切
道
改
良
検
討
会
（
下
部
組
織
）○地域課題踏切

カルテ基準
（緊急に対策の検討が必要な踏切）

鉄
道
側
対
策
（
保
安
設
備
）

法以外の
スキーム

更新

注）踏切道ごとの

地方踏切道改良協議
会も別途設置可能。

指 定

上記の基準を満たすもののう
ち、

改良を優先的に実施する必要
性等を勘案

更新

改良後の評価
＜道路管理者・鉄道事業者＞

済

踏切道名称 道路管理者 鉄道事業者

友田川
ともだがわ

玉名市 九州旅客鉄道

新町
しんまち

菊陽町 九州旅客鉄道

地方踏切道改良計画
協議案件

協議結果を踏まえ改良計画を作成
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令和7年度熊本県踏切道改良協議会合同会議 位置図 R８.２.４

■踏切道名称︓友⽥川踏切道
■道路管理者︓⽟名市
■鉄道事業者︓九州旅客鉄道

■踏切道名称︓新町踏切道
■道路管理者︓菊陽町
■鉄道事業者︓九州旅客鉄道

新規追加箇所
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法指定基準踏切道名 友田川踏切道
都道府県名 熊本県
市町村名 玉名市
鉄道事業者 九州旅客鉄道
鉄道路線名称 鹿児島線
道路名称 市道六栄線
道路管理者 玉名市

対策（予定）

車道拡幅

課題

地域住民が利用してい
おり、通勤時間帯は渋
滞が発生している。
幅員が狭く、車両の円
滑な通行を阻害してい
る。車両の離合時には
事故発生の恐れもある
状況である。

位置図
写真

ともだがわ

友田川踏切

駅

１２号
地域課題踏切

踏切対策の課題等

熊本県
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法指定基準踏切道名 新町踏切道
都道府県名 熊本県
市町村名 菊陽町
鉄道事業者 九州旅客鉄道
鉄道路線名称 豊肥線
道路名称 町道横道合志線
道路管理者 菊陽町

対策（予定）

車道拡幅、歩道設置

課題

周辺には住宅地や商業
施設があり、地域住民
が利用している。幅員
が狭く、車両の離合が
困難であり、車両の通
行および歩行者の安全
な通行が確保されてい
ない。

位置図 写真

しん まち

新町踏切

駅

１２号
地域課題踏切

踏切対策の課題等

熊本県
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

踏切道に関する政策等の情報提供

令和８年２月４日

地域道路課

資料４
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改良すべき踏切道
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改良すべき踏切道のスキーム

図4-2 踏切道改良促進法の改正スキーム 12



緊急に対策の検討が必要な踏切道

13



緊急に対策の検討が必要な踏切（カルテ踏切） と 踏切道安全通行カルテ

R3.10公表H28.6公表課題

539532開かずの踏切

289408
自動車ボトルネック
踏切

527599
歩行者ボトルネック
踏切

99164歩道が狭隘な踏切

96159通学路要対策踏切

8183事故多発踏切

170ー
移動等円滑化
要対策踏切

1,3361,479合計（重複除く）

重
複
あ
り

カルテ基準や

法指定基準に係る

データ

カルテ基準

法指定の状況

対策の実施状況等

○平成28年6月、開かずの踏切などの「緊急に対策の検討が必要な踏切（カルテ踏切）」1,479 箇所について、踏切の諸元、交
通量等を鉄道事業者と道路管理者が連携してとりまとめた「踏切道安全通行カルテ」として公表。

○令和3年10月、対策の実施や事故の減少等により課題が解消された一方、バリアフリー法に基づく特定道路上における
移動等円滑化の促進の必要性が特に高い踏切を新たに追加する等の結果、カルテ踏切は1,336 箇所となり、「踏切道安全通
行カルテ」を更新。今後、１年に１度、評価結果等を踏まえてカルテを更新し、踏切対策の「見える化」を推進。

［緊急に対策の検討が必要な踏切 ［踏切道安全通行カルテ］
（カルテ踏切）］

所在地・管理者等

（単位：箇所）

位置図・現況写真

踏切の諸元・構造等
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踏切道の指定基準とカルテ基準について

踏切道指定基準（施⾏規則第⼆条） カルテ踏切

○開かずの踏切

○歩道狭隘踏切

○通学路要対策踏切
・通学路であるものであって通学路交通安全プログラムに位置づけられ、通学児

童等の通行の安全確保が特に確保する必要がある踏切

○自動車ボトルネック踏切

○歩行者ボトルネック踏切

１号：自動車ボトルネック踏切

・踏切自動車交通遮断量が５万／日以上

２号：歩行者ボトルネック踏切
・自動車交通遮断量と歩行者等交通遮断量の和が５万／日以上

かつ歩行者等交通遮断量が２万／日以上

３号：開かずの踏切

・ピーク時遮断時間４０分／時以上

４号、５号：歩道狭隘踏切
・前後道路に比べ歩道が狭い、もしくは前後道路に歩道があるのに歩道

がない踏切のうち、

「踏切道に接続する道路の車道の幅員が５.５ｍ以上のもの」で
「前後道路の歩道と比べて歩道の幅員が１.０ｍ以上狭い」などに該当

６号：踏切遮断機が設置されていないもの

７号：踏切支障報知装置が設置されていないもの

８号：事故多発踏切

・直近の５年間において２回以上の踏切事故が発生

９号：通学路要対策踏切

・通学路に該当し、通学児童等の通行の安全確保が特に必要なもの

１０号：高齢者等対策踏切
・付近に福祉施設等があり、高齢者又は障害者の通行の安全確保が特に

必要なもの

１１号：移動等円滑化要対策踏切
・鉄道と特定道路とが交差している場合におけるものであって移動等円滑化の促進
の必要性が特に高いと認められるもの

１２号：地域課題踏切
・踏切道における交通量、事故の発生状況、その他地域の事情等を考慮して、事故

防止又は交通円滑化の必要性が特に高いもの

○移動等円滑化要対策踏切

・鉄道と特定道路（高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する
法律第二条第十号に規定する特定道路をいう。）とが交差している場合におけ
るものであって移動等円滑化の促進の必要性が特に高い踏切

１）以下の全てに該当する踏切道
・前後道路の車道部幅員が5.5ｍ以上
・前後の歩道に比べ、歩道が1.0ｍ以上狭い踏切
・1日の自動車交通量が1,000台（通学路では500台）以上
・1日の歩行者交通量が100人（通学路では40人）以上 ２）
以下の全てに該当する踏切道

・前後道路全幅に比べて踏切道内全幅が2.0ｍ以上狭い
・踏切道内全幅が5.5ｍ未満
・前後道路に歩道が設置されている
・自動車及び歩行者交通量の基準については、１）と同様

○事故多発踏切
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（参考）課題別・都道府県別内訳

R4.1末時点

※  課題別の箇所数は、重複している箇所があるため、各値の和とカルテ踏切の総数は一致しない。 16



地方踏切道改良協議会
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・踏切道の改良計画の作成、実施に関すること。
・踏切道の災害時管理方法の作成、実施に関すること。
・踏切道の指定に向けた必要な協議。
・その他の踏切道の改良の促進に関し必要な協議。

等

地方踏切道改良協議会について
目的・概要

○踏切道の対策を進めていくには、地域の実情に応じて、多様な関係者が緊密に連携して取り組
むことがより一層重要。

○踏切道改良促進法に基づき、鉄道事業者及び道路管理者が、地方運輸局、地方整備局、都道府県知
事、市町村長などの関係者を構成員として、踏切道の改良の促進に関し必要な協議を行うための組織

構成員

・地方整備局長
・地方運輸局長
・鉄道事業者
・道路管理者
・都道府県知事
・地域の関係者 等

地域課題踏切
(未指定)

カルテ踏切
(未指定)

災害時踏切
(未指定)

災害時指定
踏切

・協議会は、踏切道ごとに設置することを
基本とするが、

・都道府県単位や特定の鉄道会社の路
線単位等、一定エリアにおける複数の
踏切道をまとめて、

・線的・面的に一体的な協議を行うことも
可能

○ △
○ △
踏 踏
切 切

・・・・

●
●
踏
切

□
□
踏
切

・・・ ・・・

◆
◆
踏
切

・・・

◎
◎
踏 ・・・
切

改良指定
踏切

○○県 踏切道改良協議会 合同会議イメージ

主な協議内容

踏切道改良協議会合同会議

踏切道改良検討会

・未指定のカルテ踏切等の法指定に向けた具体的な検討を行うため、合同会議の下部組織として踏切道改良検討会の設置が可能。 18



地域課題踏切
(未指定)

災害時踏切
(未指定)

災害時指定
踏切

地域課題踏切
(未指定)

踏切道改良協議会の体制

（趣旨）

・未指定のカルテ踏切や地域
課題踏切の法指定に向けた
進捗管理

・法指定後の改良計画の作成及び
実施、災害時管理方法の作成に
関し必要な協議

・評価に当たっての意見聴取
・踏切に係る情報提供 など

○ △
○ △
踏 踏
切 切

・・・・・・

●
●
踏
切

□
□
踏
切

○○県△△地域 踏切道改良検討会

○
○
踏
切

・・・ ・・・

改良検討会

（趣旨）

・未指定のカルテ踏切の
法指定に向けた具体的検討 など

・・・

※地域課題踏切（未指定）及び

災害時踏切（未指定）に

ついても地域の意見を踏まえ、
改良検討会で議論可能

・個別協議を要する指定踏
切道は、適宜、地方踏切道
改良協議会で議論可能

△
△
踏
切

・・・

□
□
踏
切

カルテ踏切(未指定)

○○県□□地域 踏切道改良検討会

カルテ踏切(未指定)

カルテ踏切
(未指定)

災害時踏切
(未指定)

◎
◎
踏
切

◆
◆
踏
切

・・・

◎
◎
踏 ・・・
切

・・・ ・・・

改良指定
踏切

合同会議 ○○県 踏切道改良協議会 合同会議
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踏切道の改良後の評価
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踏切道の改良後の評価

○改良後の踏切道の交通量や踏切事故の発生状況等について、道路管理者・鉄道事業者が適切に
評価・検証し、必要に応じて追加的な対策を実施。

①交通量、事故発生状況、その他安全かつ円滑な交通
の確保に関する状況

②法指定基準の該当の確認

改良後の評価項目

○改良後、概ね１年以内
※ただし、事故多発踏切については、１年以内に暫定的な

評価を実施し、５年後に再度評価を実施

評価の実施時期

〇評価結果は「踏切道安全通行カルテ」に記載し、
１年に１度、公表

○評価結果は国土交通大臣に届出

評価結果の公表等

指 定
＜国土交通大臣＞

改良計画の作成
＜道路管理者・鉄道事業者＞

課題のある踏切

改良後の評価
＜道路管理者・鉄道事業者＞

改良の実施
＜道路管理者・鉄道事業者＞

改良の方法の決定
＜道路管理者・鉄道事業者＞

必要に応じて
追加対策

踏切道改良促進法のスキーム

21



評価制度のポイント

〇評価手法は公共事業の事後評価手法等に準拠し、踏切改良後の交通量等の状況の変化要因等を調
査・分析するともに、指定基準の該当について確認。

〇必要に応じて、地方協議会を活用し、地域課題踏切等の評価について事業者以外の意見を聴取。

○交通量、事故発生状況、その他安全かつ円滑な交通の確保に関する状況
の調査および分析

→評価手法は、公共事業の事後評価手法・項目（効果の発現状況、改善措

置の必要性等）に準拠
○指定基準の該当の確認
→協議会を活用し、地域課題踏切等の評価について必要に応じて事業者以

外の意見を聴取し、評価に反映。

評価手法

価を実施し、５年後に再度評価を実施）

評価の実施時期
○改良の完了後、遅滞なく
→構造改良等（道路側対策）の竣工、保安設備（鉄道側対策）の設置の後、

概ね１年以内（ただし、事故多発踏切については、１年以内に暫定的な評

することも可能）

評価単位
○指定踏切道毎（ただし、連続立体交差事業は複数の踏切道を纏めて評価

法 指 定 基 準

○歩道狭隘踏切

○事故多発踏切

○通学路要対策踏切

○遮断機が未設置

○歩行者ボトルネック踏切

○高齢者等対策踏切

○支障報知装置が未設置

○移動等円滑化要対策踏切

○地域課題踏切

カルテ基準
（5年毎の踏切実態調査に基づき該当を確認）

道
路
側
対
策 ○開かずの踏切

○自動車ボトルネック踏切

その他
〇評価結果は踏切カルテに記載し、公表

立
体
交
差
化

構
造
改
良

鉄
道
側
対
策

保
安
設
備
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災害時の管理の方法を定めるべき踏切道
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○ 災害時の円滑な避難や緊急輸送を確保するため、
国⼟交通⼤⾂が「災害時の管理の⽅法を定める踏切道」を指定する制度を創設

災害時の管理⽅法を定める踏切道の指定

○ 国⼟交通⼤⾂が指定した踏切道（緊急輸送道路等にあって、近隣
に⽴体交差がない踏切道等）について、道路管理者・鉄道事業者
が、災害時に踏切道を開放するまでの⼿順、関係機関への
連絡体制等をあらかじめ決定するよう義務付け

（対策） 優先開放等の措置を確実に実施

踏切道監視用カメラ

＜⻑時間遮断踏切を開放するまでの流れ（イメージ）＞

（現状・課題）災害時における⻑時間遮断の発⽣

凡 例

：長時間遮断踏切

： 6/18地震時

救急車の現場到着ルート

： 通常時

：立体交差

救急
先

消

目的地

防
出発地 署

坪井踏切

（約 9 時間遮断）

立体交差

○ 列⾞の駅間停⽌等により、多数の踏切道において⻑時間
の遮断が発⽣し、救急救命活動等に⼤きな⽀障

＜平成30年⼤阪北部地震の例＞

背景

到着時間の遅れ
（通常）

2.7km（ 7分）

（6/18地震時）

10.1km（42分）

地
震
発
生

・遮断発⽣の連絡

遮
断
の
確
認

況

の
運

把行

握状

開
放
作
業

開

放

・開放⾒込みの連絡 ・開放の連絡

列車の駅間停止等

○ 災害時における適確な管理の実施
のため、「踏切道監視⽤カメラ」を
補助対象に追加（※予算関連）

24



踏切道改良計画事業補助
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踏切道改良計画事業補助制度の創設（R3～）

■ 踏切道改良計画事業補助制度の創設

○ 概要
踏切対策については、「踏切道改良促進法」に基づき、国土交通

大臣が改良すべき踏切道として指定した踏切道に関して、鉄道と道
路の立体交差化や踏切拡幅等の対策を実施してきたところ。

しかしながら、依然として開かずの踏切等の事故や渋滞が多い等
の課題のある踏切道が多数残っている状況にある。

そのため、より早急かつ円滑な対策の実施が求められていること
から、 計画的かつ集中的な支援をする必要がある。

課題踏切の例

開かずの踏切 バリアフリー化への対応が必要な踏切

自動車ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切 歩行者ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切

○ 交通事故の防止と駅周辺の歩行者等の交通利便性の確保を図るため、踏切道改良促進法に基づき改良すべき踏切道に
指定された踏切道の対策について、計画的かつ集中的に支援する個別補助制度を創設する。

歩道を整備することにより、
通学時等の歩⾏者空間を確保

＜踏切拡幅＞

＜単独⽴体交差化＞ ＜歩⾏者等⽴体横断施設＞

⽴体横断施設を整備することにより
歩⾏者等の交通を確保

⽴体交差を整備することにより
円滑な交通を確保

改良の方法の例

踏切道改良計画事業

 地方踏切道改良計画に定められた地方公共団体が実施
する踏切道の改良の方法による事業※が対象
※連続立体交差事業を除く（別途個別補助制度あり）

＜踏切周辺対策＞

街づくりと⼀体となって、踏切周辺道路や⾃由
通路を整備することにより、⾃動⾞を駅前から
転換し、駅前のにぎわいを創出

⾃動⾞
転換ルート

周辺道路の整備 駅前商店街等

駅前広場

ボトルネック
踏切等(除却)

駅前広場

駅橋上化

歩⾏者
転換ルート

従来ルート
（歩⾞混在）

⾃
由
通
路

■ 補助率 ： 5.5/10 （基本）
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道路の移動等円滑化に関する
ガイドライン（R6.1.15改定）
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ｓ
ｄ
ｆ
あ
ｓ
ｄ
ｆ
 

令
和

６
年

１
月
１
５

日
 

道
路

局
企

画
課
 

道
路
局

 

道
路
の
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
定
し
ま
し
た
 

～
踏
切
道
で
の
安
全
対
策
～
 

 
一
昨
年
４
月
、
奈
良
県
内
に
お
い
て
視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
が
踏
切
内
で
列
車
に
接
触
し
て
お

亡
く
な
り
に
な
る
痛
ま
し
い
事
故
を
受
け
、
「
道
路
の
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
同
年
６
月
に
改
定
し
、
踏
切
道
で
の
安
全
対
策
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。
 

そ
の
後
、
昨
年
９
月
～
１
０
月
に
踏
切
道
で
の
視
覚
障
害
者
誘
導
方
法
に
関
す
る
実
験
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
視
覚
障
害
者
団
体
、
学
識
経
験
者
等
で
構
成
す
る
「
踏
切
道
等
に
お
け
る
視
覚

障
害
者
誘
導
対
策
Ｗ
Ｇ
」
等
で
の
ご
議
論
を
踏
ま
え
、
「
道
路
の
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
を
改
定
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

主
な
改
定
内
容
 

１
．
踏
切
道
内
へ
踏
切
道
内
誘
導
表
示
を
設
け
る
こ
と
を
標
準
的
な
整
備
内
容
に
位
置
づ
け
 

２
．
踏
切
道
内
誘
導
表
示
の
標
準
的
な
設
置
方
法
及
び
構
造
を
規
定
 

３
．
歩
行
者
通
行
空
間
の
確
保
及
び
路
面
等
の
整
備
を
望
ま
し
い
整
備
内
容
に
位
置
づ
け
 

４
．
実
証
実
験
結
果
の
紹
介
 

５
．
歩
道
等
が
無
い
又
は
有
効
幅
員
が
狭
い
場
合
の
踏
切
道
で
の
対
策
等
を
コ
ラ
ム
に
記
載
 

（
添
付
資
料
）
 

・
改
定
の
概
要

別
紙
１

 

・
改
定
の
箇
所

別
紙
２

 

な
お
、
改
定
後
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
全
体
版
は
下
記
の

URL
で
公
表
し
て
い
ま
す
。
 

【
道
路
の
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
令
和
６
年
１
月
）
】
 

https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/bf/kijun/pdf/all.pdf 

国
土
交
通
省
で
は
、
踏
切
道
で
の
安
全
対
策
の
た
め
、
「
道
路
の
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
を
改
定
し
ま
し
た
。
 

＜
問
い
合
わ
せ
先
＞
 

道
路
局
 企

画
課
 
大
西
、
福
島
 

代
表
：
03-5253-8111（

内
線
 37562,37554）

  直
通
：
03-5253-8485 
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「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」の主な改定概要

現行のガイドラインでの記載内容概要 改定したガイドラインでの記載内容概要

踏切道での視覚障害者の誘導について整備内
容を規定

誘導用ブロック等の設置図や事例を掲載

令和５年９・１０月に実施した踏切道上の実証実験を踏まえ、踏切道付近の視覚障害者誘導用ブロック
と踏切道内誘導表示の設置方法や構造を規定する等、道路の移動等円滑化ガイドラインの改定を行う。

1

・踏切道内には、「表面に凹凸のついた誘導表示
等」（歩道等に設置する視覚障害者誘導用ブロッ
クとは異なる形式とする）を設けることが望ましい。

（望ましい整備内容）

第７章②視覚障害者誘導用ブロック

・ 「表面に凹凸のついた誘導表示等」の構造は別
途検討する。

踏切道手前部の視覚障害者誘導用ブロックと踏切道内誘導表示の設置方法及び構造を規定

第７章⑥踏切道 （項目を新設し、踏切道関係の記載を集約）

・踏切道内には、踏切道内誘導表示を設ける。
（標準的な整備内容）

・踏切道付近の視覚障害者誘導用ブロックと踏切道内誘導表
示の標準的な設置方法及び構造を規定。（右図参照）

※歩道等が無い又は有効幅員が狭い場合の踏切道での対策
についてもコラムへ掲載。

【視覚障害者誘導用ブロック・踏切道内誘導表示の設置】

①標準的な設置方法等

②幅員が狭い場合の標準的な設置方法等

第１章歩道等及び自転車歩行者専用道路等

コラム

・ 踏切道におけるバリアフリー対策の事例紹介

対策事例

【実験結果概要】

コラム

・音に関する実証実験結果の紹介
・踏切道におけるバリアフリー対策の事例紹介等

【標準的な設置方法及び構造】

レールフランジの緩衝材

・令和5年9月21日、10月3-5,12日に実施した評価実験を紹介

標準的な
整備内容へ

標準的な
整備内容へ

整備イメージ踏切内誘導表示の構造

踏切内誘導表示の構造 整備イメージ
ブロックによる
歩車道分離

章の移動

【歩行者通行空間の確保及び路面等】

・視覚障害者誘導用ブロックと遮断かんの間の路面はゴムチッ
プ舗装とすることが望ましい。
・踏切道内のカラー舗装及び車道外側線の設置等が望ましい。
・車両への注意喚起看板等の設置が望ましい。

（望ましい整備内容）

注意喚起看板カラー舗装 踏切道内の車道外側線

22 w2

d1

d2

ℓ3

ℓ1
ℓ2h

w1

a1

b1
b2

a2

歩 行 方 向

歩 行 方 向

d1

ℓ1

ℓ2
h

b2

w1

ゴムチップ舗装

別紙１
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歩 行 方 向

d1

ℓ1

ℓ2
h

b2

w1

【設置にあたっての注意点概要（①②共通）】

・歩道等及び自転車歩行者専用道路等の単路部から連続的に線状ブロッ
クを設置し、踏切道手前部の点状ブロックへ適切に誘導する
・点状ブロックは歩道等又は自転車歩行者専用道路等の全幅に設置する

・線状ブロックと踏切道内誘導表示の中心線が直線的に一致するよう設置
する
・踏切内誘導表示と点状ブロックの間は50cm程度の離隔をとる
・踏切内誘導表示は建築限界を確認の上設置する

視覚障害者誘導用ブロック及び踏切道内誘導表示の設置

2

①標準的な設置方法等

踏切道内には、踏切道内誘導表示を設けることを標準とする。踏切道付近の視覚障害者誘導用ブロッ
クと踏切道内誘導表示の設置方法及び構造について①を標準、歩道等又は自転車歩行者専用道路等
の幅員が狭い踏切道では（車椅子使用者が踏切道内誘導表示を回避困難な場合）②を標準とする。

ℓ：60cm程度
b：点状ブロックへ誘導する
ために必要な長さ
d：50cm程度 記号 項目

寸法
(mm)

w1 着色範囲（黄色） 75
W2 着色範囲（白） 320

d1
線状突起と最外列の
点状突起の中心間距離

100

h 突起の高さ 5

整備イメージ

②歩道等又は自転車歩行者専用道路等の
幅員が狭い場合の標準的な設置方法等

記号 項目 寸法(mm)
W1 着色範囲（黄色） 150以上

d1 線状突起の中心間距離 75

h 突起の高さ 5

ℓ：60cm程度 d：50cm程度

整備イメージ

踏切内誘導表示の構造

踏切内誘導表示の構造

22 w2

d1

d2

ℓ3

ℓ1
ℓ2h

w1

a1

b1
b2

a2

歩 行 方 向
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歩行者通行空間の確保及び路面等

（ガイドライン記載案概要）

・踏切道手前部の視覚障害者誘導用ブロックと遮断かんの間の路面は、ゴムチップ舗装とすることが望
ましい。ゴムチップ舗装の色彩は黒を標準とする。

・歩行者が通行する場所へのカラー舗装（緑を標準）及び車道外側線の設置を行うことが望ましい。

・歩行者が通る場所の幅員が狭小な場合など、看板等を設置することで車両に対し注意喚起を行うこと
が望ましい。

3

踏切道前後及び踏切道内の歩行者通行空間を確保するために、路面等への望ましい整備内容につい
て規定する。

車道外側線を設置した事例

注意喚起看板等の設置イメージ

その他、踏切道内誘導表示の施工方法・視覚障害者誘導用踏切道内誘導表示設置以外の対策事例について、コラムにて紹介

カラー舗装を導入した事例

踏切道内で車道外側線
が消えている

対策事例
（別の踏切）

評価実験で実施したゴムチップ舗装

ゴムチップ舗装
（実験ではシート状の材料を使用）
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視覚障害者誘導用ブロック及び踏切道内誘導表示の
設置方法及び構造に関する実験結果概要（1/2）

4

令和５年９・１０月に、踏切道付近に設置する視覚障害者誘導用ブロック及び踏切道内誘導表示の設置
方法や構造について評価実験を行った。実験結果と実験を受けた留意点をガイドラインへ記載を行う。

【実験の概要】

・予備実験 ：横断歩道と踏切の識別、「踏切道手前部」と「踏切内」の誘導方法の認識性、直進性、識別性の評価

・本実験 ：「踏切道手前部」と「踏切内」の誘導方法を一連とした4パターンの認識性、直進性、識別性の評価
・最終確認実験：本実験で選定した2パターンについて、誘導ライン設置位置の再評価、斜め設置の影響を評価

【本実験の結果】

・どの評価においてもパターン④（エスコートゾーンと同
様の構造）よりパターン②,③の評価が高い傾向
・全パターンで、警報器と遮断かんの作動時に、踏切内
外を誤認して行動する視覚障害者はいなかった

・パターン②の誘導ライン位置については、線路側、車
道側、両側への設置要望があった

本実験の誘導表示等パターン

予備実験（踏切内）の
誘導表示等の敷設状況

予備実験（踏切手前部）の
誘導表示等の敷設状況

本実験の
誘導表示等の敷設状況

【予備実験の結果】

・踏切道手前部の横方向の線状突起は有効性が低い

・踏切の出入りの分かりやすさ（認識性）は、踏切道手前
部の点状ブロックと踏切内の誘導表示等との隙間があ
るパターンの評価が比較的高く、隙間の舗装素材をゴ
ムチップ舗装にしているパターンの評価が最も高い

・踏切内の誘導表示等は、1/4サイズの線状ブロックやエ
スコートゾーンと同様の構造の評価が低い

踏切道内外を一連とした4パターンを設定

隙間の舗装素材をゴム
チップにしたパターン
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5

最終確認実験の
誘導表示等のパターン

【最終確認及び実験結果のまとめ】

・視覚障害者の踏切の出入りの認識性は、踏切道手前部の点状ブロックと踏切内
の誘導表示等との隙間をあけているパターンの評価が比較的高く、隙間の舗装
素材をゴムチップ舗装にしているパターンの評価が最も高い

・パターン②改は、視覚障害者は、踏切の出入りの認識性、直進性、誘導表示等
の見つけやすさ等で高評価であり、探しやすさから、両側に誘導ラインを設置し
たほうがよいとの意見が多い

・斜めに誘導表示等を設置し、レール直近の誘導表示等が敷設できない隙間が広
くなることは、特に問題ないとする意見が多かったが、踏切道手前部の点状ブ
ロックと誘導表示等の隙間が広いところがあることや階段状に設置された点状ブ
ロックにより方向定位がしづらいとの意見があった

【実験を受けた留意点】

・誘導表示等を設置する場合は、事前の周知
が重要

・道路と斜めに交差する踏切は、垂直に交差
する道路に比べ、方向定位がしづらいことを
考慮し、踏切道手前部の点状ブロックの敷
設形状、点状ブロックと踏切内の誘導表示
等の隙間の離隔に留意

・誘導表示等の設置と併せて、線路への逸脱
を防止する対策の検討が必要 最終確認実験の

誘導表示等の敷設状況

500

720

踏切道手前部の点状ブロック
と誘導表示等の隙間

視覚障害者誘導用ブロック及び踏切道内誘導表示の
設置方法及び構造に関する実験結果概要（2/2）

令和５年９・１０月に、踏切道付近に設置する視覚障害者誘導用ブロック及び踏切道内誘導表示の設置
方法や構造について評価実験を行った。実験結果と実験を受けた留意点をガイドラインへ記載を行う。
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【コラム】踏切道内の歩道等が無い・狭い場合/音による案内

6

コラムにて、踏切道付近の歩行の用に供する部分が狭い場合の対策や、音による案内の提案を掲載し、
踏切道での誘導対策を進めるための記載を充実させる。

踏切手前に
来たこと
を検知

出口部のみ
が鳴る

踏切内に
入ったこと
を検知

踏切外に
出たこと
を検知

・視覚障害者誘導用ブロックや踏切道内誘導表示だけでなく、より明確に位置を把握する手段として「音」による案内
の実証実験を実施
・今後、各踏切道において、「音による案内誘導装置」の導入による対策の積極的な検討が望まれる

■歩道等が無い又は有効幅員が狭い場合の踏切道での対策について

・歩行の用に供する場所90cm程度

【設置にあたっての注意点】

・②幅員が狭い場合の標準的な設置方法等に準じ、視覚障害者誘導用ブ
ロック及び踏切道内誘導表示を設置することが望ましい。
・車道外側線の設置やカラー舗装（緑色を標準）を実施することが望ましい。

（車道外側線を設置しない場合）

■音による案内について

・歩行の用に供する場所75cm程度 ・歩行の用に供する場所75cm程度未満

ℓ：30cm程度 d：50cm程度

異なる音色
の音が交互
に流れる

入口部のみ
が鳴る
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参考
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緊急に対策の検討が必要な踏切（カルテ踏切）・地域課題踏切の内訳

カルテ踏切

都道府県
進捗状況

法指定前法指定済

未指定検討中事業中対策完了

191031446福岡県

00101佐賀県

00022長崎県

20125熊本県

大分県

宮崎県

30003鹿児島県

241061757合計

地域課題踏切

(12）※1

（6）※2

5

7

(1) ※2

0

1

32

※１：カルテ踏切含む ※２：街路事業含む ※３：再指定含む

R8.1末時点

カルテ踏切なし
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災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の内訳

災害時の管理を定めるべき踏切道

都道府県

２号指定１号指定

361046福岡県

303佐賀県

303長崎県

000熊本県

011大分県

000宮崎県

000鹿児島県

421153合計

R8.1末時点
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あ
る
た
め
、
速
や
か
な
協
議
が
求
め
ら
れ
る
。

 
 

こ
の

た
め

、
別

添
１

か
ら

別
添

３
の

と
お

り
、

申
し

合
わ

せ
文

書
等

の
運

用
に

つ
い

て
、

改
め
て
周
知
す
る
の
で
、
再
徹
底
さ
れ
た
い
。

 
本

取
り

組
み

に
あ

た
っ

て
は

、
鉄

道
委

託
工

事
に

係
る

地
方

連
絡

会
議

を
活

用
し

実
施

さ

れ
た
い
。

 
な

お
、

各
地

方
整

備
局

、
北

海
道

開
発

局
に

お
い

て
は

、
貴

管
内

の
都

道
府

県
、

政
令

市

へ
本

文
書

を
参

考
ま

で
に

送
付

さ
れ

た
い

。
ま

た
、

都
道

府
県

を
通

じ
て

、
公

社
及

び
市

町

村
へ
も
参
考
送
付
さ
れ
る
よ
う
、
あ
わ
せ
て
依
頼
す
る
。

 
各

地
方

運
輸

局
、

内
閣

府
沖

縄
総

合
事

務
局

運
輸

部
に

お
い

て
は

、
申

し
合

わ
せ

が
な

さ

れ
た
鉄
道
事
業
者
に
対
し
て
も
周
知
さ
れ
た
い
。
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申
し
合
わ
せ

文
書
等
の
運
用
に
つ
い
て

１
．

資
料

の
不

足
や

不
備

等
が

見
受

け
ら

れ
た

こ
と

か
ら

、
申

し
合

わ
せ

文
書

、
及

び
別

添

２
に

示
す

平
成

２
０

年
度

「
鉄

道
委

託
工

事
に

係
る

国
土

交
通

省
と

鉄
道

事
業

者
と
の

調
整
会
議

W
G

議
事
録
」
（
以
下
、
「

W
G

議
事
録
」
と
い
う
）
に
従
い
、
事
業
実
施
主

体
と

鉄
道

事
業

者
が

必
要

か
つ

十
分

な
協

議
、

調
整

等
を

行
っ

た
上

で
、

以
下

の
と
お

り
対
応
を
徹
底
す
る
も
の
と
す
る
。

１
）
「

工
事

施
行

協
定

締
結

時
」
、
「

年
度

協
定

締
結

時
」

に
お

い
て

は
、

協
定

書
に

お
い

て
必

要
な
資

料
の

添
付

に
つ

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

鉄
道

事
業

者
は

、
工

事
施
行

協
定

締
結

時
に

添
付

さ
れ

る
資

料
の

内
容

に
つ

い
て

、
そ

の
精

度
に
応
じ
た
根
拠
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

２
）

原
則

と
し

て
「

鉄
道
事

業
者

の
請
負

契
約

締
結
後

及
び

完
了
時

」
、
「
各

年
度

協

定
に

係
る

概
算
払

い
時

」
に

お
い

て
は

、
鉄

道
事

業
者

は
事

業
実

施
主

体
に

必
要

な
資

料
を

提
出
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
具

体
の

提
出

時
期

、
方

法
は

事
業

実
施
主
体
と
の
協
議
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
）
「

各
年

度
協

定
の

精
算

時
」

に
お

い
て

は
、

事
業

実
施

主
体

は
鉄

道
事

業
者

か

ら
提

出
さ

れ
た
資

料
に

よ
り

、
請

負
契

約
の

内
容

及
び

管
理

費
の

内
訳

の
確

認
を

行
う
も
の
と
す
る
。

４
）

各
段

階
の
提

出
資

料
に

お
い

て
「

一
式

」
計

上
と

し
て

い
る

等
に

よ
り

、
詳
細

が
不

明
確

な
も
の

に
つ

い
て

は
、

鉄
道

事
業

者
は

事
業

実
施

主
体

へ
内

訳
書

等
を

提
出

す
る

も
の
と

す
る

。
ま

た
、

事
業

実
施

主
体

は
、

鉄
道

事
業

者
に

対
し

、
必

要
に
応
じ
て
内
訳
等
の
内
容
を
確
認
で
き
る
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。

５
）

事
業

実
施
主

体
及

び
鉄

道
事

業
者

は
、

上
記

１
）

～
４

）
に

お
け

る
資

料
に
つ

い
て
、
取
扱
い
、
管
理
を
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。

６
）

透
明

性
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

５
.に

お
け

る
地

方
連

絡
会

議
に

お
い

て
、

委

託
工

事
に

係
る
協

議
の

迅
速

化
に

向
け

た
意

見
交

換
・

調
整

等
を

実
施

す
る

こ
と
。

２
．

各
段

階
に

お
い

て
添

付
・

提
出

す
る

資
料

の
内

容
が

重
複

す
る

な
ど

の
理

由
か

ら
、

事

業
実

施
主

体
と

鉄
道

事
業

者
と

の
協

議
、

調
整

等
に

よ
り

、
申

し
合

わ
せ

文
書

に
お
け

る
各

種
資

料
に

つ
い

て
、

鉄
道

事
業

者
が

事
業

実
施

主
体

に
既

に
提

出
し

た
資

料
で
代

用
す

る
場

合
に

は
、

鉄
道

事
業

者
は

事
業

実
施

主
体

に
対

し
、

そ
の

旨
を

記
し

た
上

で
、

関
係
資
料
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
．

申
し

合
わ

せ
文

書
の

別
紙

資
料

の
う

ち
、

工
事

施
行

協
定

に
お

け
る

計
画

予
算

の
様

式

例
を

別
添

３
に

再
掲

す
る

。
申

し
合

わ
せ

文
書

及
び

Ｗ
Ｇ

議
事

録
に

従
い

、
橋

梁
の
上

下
部

工
事

や
架

設
工

事
、

橋
梁

の
点

検
業

務
を

は
じ

め
と

す
る

全
て

の
工

事
や

業
務
に

つ
い

て
、

申
し

合
わ

せ
文

書
の

別
紙

３
と

同
等

の
資

料
を

事
業

実
施

主
体

に
原

則
と
し

て
す

み
や

か
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

具
体

の
提

出
時

期
、

方
法

は
事
業

実
施
主
体
と
の
協
議
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

別
添
１
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平
成
２
０
年
度
 
鉄
道
委
託
工
事
に
係
る
国
土
交
通
省
と
鉄
道
事
業
者
と
の

 
調
整
会
議

W
G
議
事
録
（
再
掲
）

 
 参
加
者

 
 

Ｊ
Ｒ
北

海
道
 

工
務
部
 

専
任
部
長

兼
管
理
課
長

 
 

Ｊ
Ｒ
東

日
本
 

建
設
工
事
部
 

次
長

（
企
画
）

 
 

Ｊ
Ｒ
東

海
 

 
建
設
工
事
部
 

次
長

 
 

Ｊ
Ｒ
西

日
本
 

建
設
工
事
部
 

担
当

部
長
（
企
画
）

 
 

Ｊ
Ｒ
四

国
 

 
工
務
部
 

保
線
課
長

 
 

Ｊ
Ｒ
九

州
 

 
施
設
部
 

企
画
課
 

担
当
課
長

 
 

Ｊ
Ｒ
貨

物
 

 
保
全
工
事
部
 

副
部
長

 
 

Ｊ
Ｒ
貨

物
 

 
用
地
部
 

副
部
長

 
 

（
社
）

日
本
民
営
鉄
道
協
会
 

土
木

部
会
長

 
 

国
土
交

通
省
 

都
市
・
地
域
整
備
局
 

街
路
交
通
施
設
課
 

整
備
室
長

 
 

国
土
交

通
省
 

河
川
局
 

治
水
課
 

企
画
専
門
官

 
国
土
交
通
省
 

道
路
局
 

国
道
・
防
災
課
 

企
画
専
門
官

 
国
土
交
通
省
 

道
路
局
 

路
政
課
 

課
長
補
佐

 
国
土
交
通
省
 

鉄
道
局
 

施
設
課
 

課
長
補
佐

 
 本
調
整
会
議

W
G
に
お
い
て
、
下
記
の
事
項
を
確
認
し
た
。

 
 
１
．

 国
土

交
通

省
と

JR
７

社
な

ら
び

に
民

鉄
協

加
盟

各
社

は
、
「

公
共

事
業

に
お
け

る
鉄

道
委

託
工

事
を

行
う

場
合

の
透

明
性

確
保

の
徹

底
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

（
平

成
２

０
年
１
２
月
２
５
日
）
」
に
基
づ
い
た
取
り
扱
い
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

２
．

 透
明

性
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

１
．

１
）

工
事

施
行

協
定

締
結

時
に

お
け

る
「

工
事

費
の

総
額

が
増

額
と

な
る

よ
う

な
工

事
内

容
の

変
更

が
生

じ
た

場
合

」
と

は
、

増
額

と
は

な
ら

な
く

と
も

工
法

等
の

変
更

に
よ

り
工

事
内

容
に

大
幅

な
変

更
が

生
じ

る
場

合
や

工
期

延
伸

等
も

含
む

も
の

で
あ

り
、

具
体

の
変

更
の

有
無

に
つ

い
て

は
、

相
互

に
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

３
．

 透
明

性
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

１
．

１
）

工
事

施
行

協
定

締
結

時
に

つ
い

て
、

添
付

さ
れ

る
資

料
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

そ
の

時
点

で
入

手
可

能
な

計
画

・
設

計
等

に
基

づ
く

精
度

で
よ

い
も

の
と

し
、

そ
の

精
度

に
応

じ
た

根
拠

に
つ

い
て

は
説

明
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

管
理

費
が

、
積

み
上

げ
計

算
の

場
合

、
「

内
訳

書
」

は
工

事
施

行
協

定
に

添
付

し
な

い
。

た
だ

し
、

別
途

、
鉄

道
事

業
者

は
事

業
実

施
主

体
へ

内
訳

書
を
提
出
す
る
。

 
 

別
添
２
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４
．

 透
明

性
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

１
．

２
）

年
度

協
定

締
結

時
に

つ
い

て
、

複
数

年
度

に
跨

る
委

託
工

事
に

お
い

て
は

、
２

年
度

目
以

降
の

年
度

協
定

は
原

則
と

し
て

年
度

当
初
に
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

５
．

 透
明

性
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

１
．

３
）

鉄
道

事
業

者
の

請
負

契
約

締
結

後
及

び
請

負
契

約
完

了
時

に
つ

い
て

、
鉄

道
事

業
者

は
原

則
と

し
て

す
み

や
か

に
関

係
資

料
を

提
出

す
る

。
た

だ
し

、
具

体
の

提
出

時
期

、
方

法
は

事
業

実
施

主
体

と
の

協
議

に
お

い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

６
．

 透
明

性
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

１
．

４
）
「

各
年

度
協

定
に

係
る

概
算

払
い

」
に

お

い
て

、
概

算
払

い
に

お
け

る
前

渡
金

相
当

額
（

協
定

額
の

４
割

ま
で

）
に

つ
い

て
は

、

出
来
高
予
定
調
書
の
提
出
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 

７
．

 透
明

性
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

１
．

１
）

～
５

）
に

お
け

る
「

同
等

の
資

料
」

と
は

、

別
添

資
料

（
例

）
と

同
等

の
内

容
で

あ
る

こ
と

を
意

味
し

、
資

料
の

様
式

に
つ

い
て

は
任
意
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
 

 
８
．

 透
明

性
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

１
．

１
）

～
５

）
に

お
け

る
資

料
に

つ
い

て
、

事
業

実
施

主
体

及
び

鉄
道

事
業

者
は

当
該

資
料

の
取

扱
い

、
管

理
を

適
切

に
行

う
も

の
と

す
る
。

  
９
．

 透
明

性
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

４
．

に
お

け
る

調
整

会
議

に
つ

い
て

は
、

委
託

工
事

に
係
る
次
の
項
目
等
に
つ
い
て

継
続
的
に
意
見
交
換
・
調
整
等
を
行
う
。

 
１
）
透
明
性
通
達
に
基
づ
く
協
定
等
締
結
の
徹
底
に
つ
い
て

 
２
）
国
の
会
計
制
度
の
周
知
に
つ
い
て
（
概
算
払
い
の
適
正
化
、
消
費
税
の
取
り

 
い
）

 
３
）
鉄
道
事
業
者
発
注
の
請
負
契
約
に
か
か
る
入
札
方
式
に
つ
い
て

 
４
）
請
負
契
約
に
か
か
る
積
算
基
準
に
つ
い
て

 
５
）
施
工
管
理
に
つ
い
て

 
６
）
協
議
の
迅
速
化
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て

 
７
）
事
務
費
の
定
率
化
に
つ
い
て

 
８
）
国
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
直
接
請
負
発
注
の
可
能
性
に
つ
い
て

 
 

 
 

 
な

お
、
「

申
し

合
わ

せ
」

お
よ

び
「

本
議

事
録

」
は

、
上

記
１

）
及

び
２

）
の

項

目
に
」
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
と
鉄
道
事
業
者
が
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 

１
０

．
透

明
性

に
関

す
る

申
し

合
わ

せ
５

．
に

お
け

る
地

方
連

絡
会

議
に

つ
い

て
、

構
成

、

連
絡

調
整

事
項

等
に

つ
い

て
は

別
添

３
を

参
考

と
す

る
が

、
詳

細
に

つ
い

て
は

必
要

に
応
じ
別
途
調
整
す
る
。
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な

お
、

本
地

方
連

絡
会

議
は

、
委

託
工

事
全

般
に

渡
る

共
通

事
項

に
つ

い
て

、
連

絡
、

調
整

を
図

る
も

の
と

し
、

共
通

事
項

と
な

ら
な

い
個

別
案

件
に

つ
い

て
は

、
別

途
関
係
当
事
者
間
で
調
整
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

45



 

     

別
添
３

 

公
共
事
業
に
お
け
る
鉄
道
委
託
工
事
を
行
う
場
合
の
透
明
性
確
保
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
 

（
平
成

2
0
年

1
2
月

2
5
日
）
別
添
資
料

 

別
紙
１
 

工
事
施
行
協
定
締
結
時
の
資
料
例
（
再
掲
）
に
一
部
、
追
記
 

■
１
式
計

上
と

し
て

い
る

計
画

予
算

書
の

事
例

 

（
千
円
）

種
別

単
位

数
量

金
額

備
考

踏
切
工

式
1

00,000
電
気
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

第４種踏切道の現状と課題について

令和８年２月４日

九州運輸局

資料５
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踏切道の廃止に向けた取り組みの重要性について

○令和６年度末現在踏切数は、３２，２０６であり、対前年度比１６５減であった。
○内訳は、第１種踏切道６５減、第３種踏切道１５減、第４種踏切道８５減であった。
○１種化の件数が年々減少している。

計第４種踏切道第３種踏切道第２種踏切道第１種踏切道○全国の踏切種別別の事故発生割合（令和６年度）

３２，２０６２，２８２５６７０２９，３５７踏切道数（A）

２１７２０３０１９４踏切事故件数（B）

－０．８８０．５３００．６６踏切道数１００箇所あたりの事故発生割合（B÷A×１００）

踏切道（箇所数） 踏切障害事故（件数）
※踏切道において、列車又
は車両が道路を通行する
人又は車両等と衝突し、
又は接触した事故を計上

踏切道数と踏切事故件数の推移（全国）
※鉄軌道輸送の安全に関わる情報（令和６年度）より引用

※自殺と判明した件数につ
いては除いている。
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300
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370

380

390

400

H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 R1年度末 R2年度末 R3年度末 R4年度末 R5年度末 R6年度末

九州管内における第４種踏切道の推移

九州管内における第４種踏切道の推移（過去10年間）

４種踏切
３１３箇所

４種踏切
３９３箇所

○ 九州管内においては平成２７年度から令和６年度にかけて廃止もしくは踏切保安設備が整備された第４種踏切道は８０か所。

踏切道（箇所数）
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第４種踏切道の廃止等にむけて

◯踏切遮断機が設置されていない第４種踏切道は、踏切保安設備（踏切警報機、踏切遮断機）が整備されている第１種に比
べて事故の発生割合が高いことから、第４種踏切道の廃止や踏切保安設備の整備等の対策が必要。

◯一方で、第４種踏切道の危険性については理解を得られるものの、廃止や踏切保安設備の整備等については踏切道の利
用者や近隣住民からの理解を得られないといった課題がある。

◯踏切道の廃止や踏切保安設備の整備等の踏切事故防止対策を行うためには、鉄道事業者、道路管理者（自治体等）、利
用者（地域住民）等の関係者間の合意形成が重要。

死者数都道府県踏切道名駅間事業者発生年月日

１名宮崎県南平公民館踏切道日南線 日南駅～飫肥駅間九州旅客鉄道株式会社２０２５年６月２６日

１名大分県関田踏切道日豊線 佐志生駅～幸崎駅間九州旅客鉄道株式会社２０２３年１１月１８日

１名佐賀県二十の坪踏切道唐津線 久保田駅～小城駅間九州旅客鉄道株式会社２０２３年 ７月 ２日

１名佐賀県一本柳踏切道長崎線 伊賀屋駅～佐賀駅間九州旅客鉄道株式会社２０２２年１０月３１日

１名福岡県南土取踏切道甘木線 山隈駅構内甘木鉄道株式会社２０２１年 ７月１２日

１名佐賀県於保踏切道長崎線 鍋島駅～久保田駅間九州旅客鉄道株式会社２０１８年 ６月１６日

１名鹿児島県向原第２踏切道指宿枕崎線 坂之上駅～五位野駅間九州旅客鉄道株式会社２０１７年 ６月２７日

平成２９年度以降 運輸安全委員会の調査対象となった九州管内での第４種踏切道における死亡事故
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第４種 踏切道対策 （１）群馬県の対策について

事故発生（令和６年４月６日）

関東運輸局、鉄道事業者、群馬県などの関係自治
体、関東地方整備局等からなる「群馬県 踏切道
改良協議会」を急遽開催し、県内の第４種踏切道（
７４箇所）の廃止や第１種踏切道化について協議

群馬県の方針は、可能な限り第４種踏切道の「廃止
」、もしくは警報機と遮断機のある第１種踏切道へ
の「転換」

群馬県の対応

〇対応方針を公表することで、関係者の対応が迅速化
〇鉄道事業者と道路管理者が協議する環境を調整
〇道路管理者に調整結果のヒアリングを行い、動きの遅い
道路管理者に対して、他の道路管理者の状況を共有する
など、対応の実施を促進

〇鉄道事業者と道路管理者のスケジュールを管理

道路管理者の対応

〇地元自治会に対し、踏切のリスクを説明
〇道路管理者と連携
〇粘り強い説明
〇自治体からの補助で１種化を促進

鉄道事業者の対応

〇廃止するという方針を決定し、各地区に説明
〇事故を契機に協議する機運の高まり
〇利用状況を調査したところ、通行者が少ないことが判明
〇学生等利用の多い箇所は１種化

〇都道府県のリーダーシップが重要
〇鉄道事業者と道路管理者の連携が重要

令和７年度予定

【廃止する踏切：８基の内訳】
令和６年度（２箇所）
令和７年度（４箇所）
令和８年度以降（２箇所）

※ 道路管理者：市町
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第４種 踏切道対策 （２）北近畿タンゴ鉄道の対策について

令和５年４月１０日に第４種踏切道において列車
とシニアカーとの衝突による死亡事故が発生

京都府が事務局となり、鉄道事業者、関係自治
体、警察、近畿運輸局からなる「踏切対策協議」
を開催し、第４種踏切道（全１８箇所）の廃止や
第１種踏切道化について協議（令和６年末まで
に５回開催）

踏切の構造、利用状況、利用者層などの確認の
ために踏切カルテを作成し、踏切からの見通し
などの危険度を総合的に判断して、廃止可能な
踏切道の把握と第１種踏切道化する踏切道の優
先順位を整理

令和６年末までに全１８箇所中、
４箇所廃止、１箇所第１種踏切道化が決定

（事故が発生した踏切道の廃止を含む）

西舞鶴駅

豊岡駅

宮津駅

事故発生踏切道の廃止

事故発生踏切道の廃止

関係自治体は優先順位をもとに地元と協議

廃止

廃止

廃止

第１種化

：北近畿タンゴ鉄道株式会社
第４種踏切道の位置（全１８箇所）

廃止前 廃止後（今後施設の撤去を実施）

宮津線

宮福線
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勝手横断箇所について

鉄道事業者が踏切道として認めていないが、明らかに線路内を横断した形跡があるもの。

【勝手横断箇所】

令和６年に、広島県内において、勝手横断箇所において、２件の人身障害事故が発生
（１箇所は昨年９月３０日に閉鎖）

鉄道事業者としては閉鎖したいが、横断箇所となった過去の経緯等もあり、閉鎖することが困難
となっている。

閉鎖するには、関係自治体の協力が必要です。

鉄道事業者と自治体が連携して、閉鎖に向けた協議をお願いします。

踏切の統廃合、踏切拡幅に併せて、近隣の勝手横断箇所が閉鎖される事例もある。
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○補助対象事業者：

（Ａ）地方公共団体以外の鉄道事業者

・鉄道事業（軌道業を含む）において、 ・全事業において、
以下のいずれかの要件に該当 以下のいずれかの要件に該当

（B）地方公共団体である鉄道事業者
・鉄道事業が赤字

○補助対象事業：

（ⅰ）改良すべき踏切道の改良を （ⅱ）災害時の管理の方法を定めるべき

実施する鉄道事業者 踏切道の管理を実施する鉄道事業者

○補助率：赤字の鉄道事業者 国１／２以内、地方公共団体１／３以内
黒字の鉄道事業者 国１／３以内、地方公共団体１／３以内

（参考）鉄道施設総合安全対策事業（踏切）

１．目的・事業概要

踏切道改良促進法に基づき、遮断機や警報機等の踏切保安設備の整備を推進し、踏切道における事故防止と
交通の円滑化を図る。

踏切道改良促進法に基づき指定された踏切を対象に、遮断機・警報機、高齢者等の歩行者の踏切事故防止に
資する設備及び災害時の稼働状況等の把握に資する設備等の整備を支援。

２．制度の内容

【事業概要】

【目的】

かつ
・赤字
・黒字で営業利益率が少ない
（事業用固定資産営業利益率７％以下）

・赤字
・黒字で営業利益率が少ない
（事業用固定資産営業利益率１０％以下）

第４種踏切
（遮断機、警報機なし）

第１種踏切
（遮断機、警報機あり）

遮断機、警報機の設置

非常押しボタン

全方位警報機

歩行者等を検知しやすい
障害物検知装置

【踏切保安設備の整備例】

踏切監視用カメラ

遮断機、警報器、警報時間制御装置、
障害物検知装置（高規格化を含む）、
非常押しボタン、全方位警報器
AI等を活用した画像解析装置 等

踏切監視用カメラ

AI等を活用した
画像解析装置

拡充
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（参考）鉄道施設総合安全対策事業費補助（第４種踏切道の緊急対策推進事業）

１．目的・事業概要

２．制度の内容

○補助対象事業者
鉄軌道事業者

○補助対象事業
第４種踏切道に歩行者等の物理的な一旦停止及び左右確認を促す設備を設置する事業

○補助率
（A）地方公共団体以外の鉄道事業者
・赤字の鉄道事業者 国１／２以内
・黒字の鉄道事業者 国１／３以内

（B）地方公共団体である鉄道事業者
・国１／３以内

※道路法上の道路以外の道路と交差する第４種踏切道での事故も多数発生していることから、
本事業では、そのような踏切での対策事業も補助対象とする。

設備例
※メーカーにより、様々な種類有

設置前

設置後（イメージ）

遮断機・警報機のない第４種踏切道において、歩行者等の一旦停止、左右確認を促し直前
横断を防ぐことで、第４種踏切道の安全対策を簡易かつ効果的に実施できる整備を推進し、
第４種踏切道の安全性の向上を図る。

第４種踏切道において、歩行者等の直前横断等を抑止するため、踏切通行者の物理的な
一旦停止を促すゲートや柵等の整備を支援。

【事業概要】

【目的】
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